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３－1　入館者数

郷土博物館　月別入館者数と一日平均入館者数 　　　　　　    ※グラフ 1、2

*1　一日平均入館者数＝入館者数 ÷開館日数で算出

グラフ 1　郷土博物館　月別入館者数と累計入館者数

 *2　4月1日～8日、博物館は震災の影響により休館したため、4月の入館者数と開館日数が通常より少なくなっている。

月 開館
日数 入館者数 内団体入館 一日平均

入館者数 *1

 

4 月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

19 日
27日
24日
20日
26日
23日
21日
25日
15日
24日
25日
24日
273日

1658 人
2454人
2483人
2405人
2358人
2974人
3026人
3510人
1355人
2238人
2750人
2657人
29868人

7 団体　213人
3団体　190人
11団体　353人
6団体　182人
6団体  　98人
5団体　303人
14団体　416人
24団体　856人
1団体　  30 人
6団体　347人
9団体　349人
13団体　485人
105団体 3822人

87.3 人
90.9 人
103.5 人
120.3 人
90.7 人
129.3 人
144.1 人
140.4 人
90.3 人
93.3 人
110人
110.7 人
109.4 人

 *2
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入館者数月計 1658 2454 2483 2405 2358 2974 3026 3510 1355 2238 2750 2657
入館者数累計 1658

27 24 20 26 23 21 25 15 24 25 24開館日数 19
4112 6595 9000 11358 14332 17358 20868 22223 24461 27211 29868
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グラフ 2　郷土博物館　一日平均入館者数

 *2　4月1日～8日、博物館は震災の影響により休館したため、4月の入館者数と開館日数が通常より少なくなっている。

　
　グラフ 3　郷土博物館　平成 3年度～ 23年度　年間入館者数推移

*2
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1日平均入館者数 87.3 90.9 103.5 120.3 90.7 129.3 144.1 140.4 90.3 93.3 110 110.7 109.4
開館日数 19 27 24 20 26 23 21 25 15 24 25 24 273

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
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平
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入
館
者
数
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人
）
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年間入館者数 16,748 20,057 16,758 16,884 27,687 21,903 21,868 18,270 17,602 16,180 15,733 13,684 13,212 13,007 13,652 11,497 22,642 23,977 24,168
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間
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人
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H22
年度

28,583
年間開館日数 279 275 278 268 268 276 281 271 279 284 274 275 279 314 305 297 284 231 249 254

指
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制
度
に
よ
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管
理
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指
定
管
理
者
制
度
に
よ
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管
理
運
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1日平均入館者数 60.0 72.9 60.3 63.0 103.3 79.4 77.8 67.4 63.1 57.0 57.4 49.8 47.4 41.4 44.8 38.7 79.7 103.8 97.1 112.5
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市民会館　月別貸部屋利用団体数と利用者数　　 市民会館　月別入館者数 *3
　　　　　　　　　　　　　　   ※グラフ 4　　　　　　　　　　　　　　　　    　 ※グラフ 5

*3　月別入館者数は市民会館玄関のカウンタ計測数であり、貸部屋利用者、見学者などを合わせたものである。

グラフ 4　市民会館　貸部屋利用団体数と利用者数

 *4 　4月、市民会館は震災の影響により開館時間を通常9時～21時のところを9時 ～ 17時としたため、4月の貸部屋利用者数と
　　 利用団体数が通常より少なくなっている。 　

月 開館
日数 利用団体数 利用者数 月 正面玄関

カウンタ数
内玄関
カウンタ数 計

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

26 日
27日
26日
27日
26日
26日
27日
25日
24日
24日
25日
28日
311日

57 団体
73団体
94団体
81団体
57団体
87団体
90団体
95団体
85団体
86団体
86団体
103団体
994団体

678 人
833人
1112人
1234人
627人
1108人
1379人
1243人
1203人
1204人
2143人
1324人
14088人

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

1398 人
2231人
2352人
1879人
1809人
2213人
3071人
2773人
1899人
1750人
2716人
3119人
27210人

1137 人
1410人
1181人
1651人
1213人
1400人
1448人
1558人
1508人
1530人
1496人
1766人
17298人

2535 人
3641人
3533人
3530人
3022人
3613人
4519人
4331人
3407人
3280人
4212人
4885人
44508人

 *4  *4
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利用者数 678 833 1112 1234 627 1108 1379 1243 1203 1204 2143 1324
利用団体数 57 73 94 81 57 87 90 95 85 86 86 103

27 26 27 26 26 27 25 24 24 25 28開館日数 26
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グラフ 5　市民会館　月別入館者数

 *5　4月、市民会館は震災の影響により開館時間を通常9時～21時のところを9時 ～ 17時としたことなどで、4月の入館者数が
　　 通常より少なくなっている。 

グラフ 6　郷土博物館・市民会館　平成 19年度～ 23年度　年間入館者数推移

66,678 67,909 73,158 74,376年間入館者数 65,343
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1137 1410 1181 1651 1213 1400 1448 1558 1508 1530 1496 1766
1398 2231 2352 1879 1809 2213 3071 2773 1899 1750 2716 3119

27 26 27 26 26 27 25 24 24 25 28開館日数 26
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３－２　受贈図書一覧 
＜浦幌町立博物館＞　年報　第 11号／紀要　第 11号
＜小樽市総合博物館＞　紀要　第 24号
＜釧路市立博物館＞　釧路市立博物館総合案内／紀要　第 33輯
＜根室市歴史と自然の資料館＞　紀要　第 22、23 号／くるまいし№
23～ 25
＜函館博物館＞　研究紀要　第 21号
＜北海道大学アイヌ・先住民研究センター＞　アイヌ文化に関する研究
の推進・連携等体制構築の検討事業報告書
＜美幌博物館＞　研究報告　第 17 号／館報　2008、2009／自然と
語ろう ! びほろふるさと体験隊　2009、2010 年度／博物館自然講座
　2009年度／ザリガニフォーラム　特定外来生物ウチダザリガニの現
状と将来／魚っと！魚っと！大公開！！美幌川に暮らす魚たち／グリー
ンレター　第 158～ 168号
＜青森県＞　縄文
＜八戸市博物館＞　年報　27、28 号／収蔵資料目録　民俗編 3～ 5
／研究紀要 第 24、25号
＜鹽竈神社博物館＞　「仙台の刀工安倫」展資料集
＜稲敷市立歴史民俗資料館＞　稲敷の仏像・寺院調査報告　1／館報　
第 3号
＜茨城県教育財団＞　埋蔵文化財部年報　28
＜小美玉市玉里史料館＞　館報　Vol.4、5
＜上高津貝塚ふるさと歴史の広場＞　ムラの風景くらしの足跡 霞ヶ浦
周辺の古墳時代集落
＜古河歴史博物館＞　年報　Vol.19 
＜土浦市立博物館＞　戦国武将小田氏と法雲寺／紀要  21 号
＜取手市埋蔵文化財センター＞　街道・水運・鉄路の旅／取手の戦国時
代　永禄 12年の夏
＜日立市郷土博物館＞　写真でたどる日立百年のあゆみ
＜水戸市立博物館＞  涸沼のいきもの／館報　第 25号
＜ミュージアムパーク茨城県自然博物館＞　研究報告　第 12、13 号
／年報 №16、17
＜小山市立博物館＞　戦国の装い／武士の美意識  変わり兜と変わり具
足／故小野塚イツ子氏遺贈品展
＜佐野市郷土博物館＞　絵葉書にみる佐野／小堀鞆音没後 80年展
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くらべ ／土偶の世界 縄文人のこころ／つくる、えがく、しるす 歴史か
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＜岩宿博物館＞　常設展示解説図録／岩宿時代の東西交流  瀬戸内技法
と上白井西伊熊遺跡／群馬の岩宿時代／北関東地方の石器文化の特色　
シンポジウム予稿集 /上白井西伊熊遺跡と東日本の瀬戸内技法　シンポ
ジウム予稿集／みどり市ゆかりの考古学者／年報 平成21、22年度
＜かみつけの里博物館＞　豪族居館　三ツ寺 1遺跡のすべて
＜群馬県埋蔵文化財調査事業団＞　研究紀要　29
＜群馬県立歴史博物館＞　紀要　第 32号／洛中洛外図屏風に描かれた
世界／親鸞と妙安寺 そして、知られざる上州の真宗門徒
＜国土交通省 利根川上流河川事務所＞ 川はともだち　第 31号
＜藤岡市教育委員会＞　年報　25
＜朝霞市博物館＞　鷹狩りと朝霞／館有資料目録　8／要覧　第 7号
＜跡見学園女子大学文学部人文学科＞　文学フォーラム　第 8号
＜春日部市教育委員会＞　春日部市庄和町史編さん資料　17
＜春日部市立郷土資料館＞　幕末のかすかべ
＜川越市立博物館＞　名主奥貫友山と寛保 2年の大水害
＜川口市教育委員会＞　川口市石神の御嶽講
＜行田市郷土博物館＞　石田三成と忍城水攻め
＜久喜市立郷土資料館＞　久喜市の名宝／中島撫山没後 100年展
＜埼玉県立さきたま史跡の博物館＞　紀要　第 5号／祈りとまじない
の考古学／スローフードの考古学　生活を支えた食と生業

＜埼玉県立歴史と民俗の博物館＞　要覧　第 5号／皇女和宮と中山道
／円空こころを刻む 
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＜さいたま市立大宮盆栽美術館＞　夏の風景　水石と染付盆器
＜草加市＞　草加せんべい  味と歴史／そうか事典
＜鶴ヶ島市遺跡調査会＞ 北権現遺跡  発掘調査報告書　第6・7・10次
＜鶴ヶ島市教育委員会＞　鶴ヶ島市内遺跡発掘調査報告書　4
＜鉄道博物館＞　駅の風景
＜戸田市立郷土博物館＞　イレモノいろいろ うつわの今昔／博物館・
自然学習センターを活用した事例集　4
＜鳩ヶ谷市教育委員会＞　鳩ヶ谷市の歴史／辻字永堀第 4遺跡／三ツ
和遺跡／鳩ヶ谷市の歴史 論集・三ツ和遺跡とその時代／鳩ヶ谷の歴史  
新編武蔵風土記稿にみる江戸時代の鳩ヶ谷
＜鳩ヶ谷市郷土資料館＞　変わる鳩ヶ谷／平成 22年度　要覧／民俗関
係資料目録　1、2／鳩ヶ谷市の市宝
＜飯能市教育委員会＞　名栗の歴史　下
＜飯能市郷土館＞　館報　第 7号 
＜富士見市立難波田城資料館＞　水害と闘う 富士見市の洪水被害と今
＜富士見市立水子貝塚資料館＞　縄文人の装身具
＜ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館＞　信仰と旅
＜吉川市＞　市史　民俗編／資料編　原始・古代・中世、近代
＜旭市教育委員会＞　大原幽学関係資料調査報告書　3
＜我孫子市教育委員会＞　針文字書簡と大逆事件／楚人冠と鳥
＜市川自然博物館＞　年報　№20、21
＜市川市文化国際部＞　市史研究いちかわ　創刊号、第 2号
＜市川歴史博物館＞　館報　平成 20、21年度
＜市原市教育委員会＞　市原市台遺跡C地点／市原市新殿古墳群 司馬
農地区／市原市郡本遺跡群　第 12次調査／発掘いちはらの遺跡　№3
／小ノ台遺跡／市内遺跡発掘調査報告　平成 21年度
＜市原の伝統的鍛冶技術映像記録作成委員会＞　いまに息づく鉄の魔術
師　市原の鍛冶屋さん
＜伊能忠敬記念館＞　重要文化財伊能忠敬関係資料 : 追加指定記念特別
展／伊能忠敬関係資料　国宝への歩み／年報　第 11、12号
＜印西市教育委員会＞　印西市歴史読本　原始・古代編、中世・近世編、
近代・現代編／印西市内遺跡発掘調査報告書　平成 21年度
＜印旛郡市地域史料保存利用連絡協議会＞　会報　14、15号
＜印旛郡市文化財センター＞　年報　25、26／研究紀要　8
＜浦安市郷土博物館＞　ハマん記憶を明日へ　2／年報　第 9号
＜江戸川大学博物館学芸員資格養成課程＞　年報　Vol.2
＜大原幽学記念館＞　ひかたの歴史と民俗　第 8号
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＜山武郡市文化財センター＞　年報　№25／研究ノート山武　特別号
＜山武市歴史民俗資料館＞　郷土史料集　15～ 17／山武市の仏像
＜芝山町立芝山古墳・はにわ博物館＞　庄作遺跡と墨書土器の世界
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83

＜白井市教育委員会＞　滝田家所蔵文書史料目録　第 1集
＜白井市郷土資料館＞　年報　8号
＜聖徳大学＞　聖徳大学言語文化研究所論叢　17、18／研究紀要　児
童学部　人文学部　音楽学部　 第 20 号／研究紀要 短期大学部 第 42
号／児童学研究紀要  第 12号
＜袖ヶ浦市教育委員会＞　市史研究　第 14、15 号／市内遺跡発掘調
査報告書　平成 21年度
＜館山市教育委員会＞　館山市稲村城跡調査報告書　 2
＜館山市立博物館＞　唐棧織の世界／安房の雨乞い　かっこ舞
＜千葉県環境生活部自然保護課＞　千葉県の保護上重要な野生生物：千
葉県レッドデータブック　植物・菌類編
＜千葉県環境生活部文化振興課＞　語り継ごう千葉の民話集　第 1～
6集
＜千葉県教育庁教育振興部文化財課＞　祭囃子
＜千葉県教育振興財団＞　平成 22年度　千葉県遺跡調査研究発表会要
旨／古墳に眠る石枕／研究連絡誌　第 71、72 号／北から西から海路
から
＜千葉県生涯大学校東葛飾学園江戸川台校舎＞　平成 21年度　社会専
攻科第 16期生地域活動の実践
＜千葉県地域文化芸術振興プラン推進実行委員会＞　七年祭り 九社が
寄り合う安産子育て祈願の大祭り、同　普及版
＜千葉県無形民俗文化財連絡協議会＞　神楽
＜千葉県文書館＞　収蔵文書目録　第24集／千葉県の文書館　第16号
＜千葉県立関宿城博物館＞　研究報告　第 15号／猿島茶と水運
＜千葉県立中央博物館＞　研究報告 人文科学 通巻 23、24号／年報　
21／海藻  35 億年の旅人／生態園 20年
＜千葉県立中央博物館大多喜分館＞　中房総の古社寺
＜千葉県立中央博物館海の分館＞　海の鳥を観察しよう
＜千葉県立房総のむら＞　年報  25 ／ムラの鍛冶屋の考古学
＜千葉市美術館＞　採蓮　第 14号
＜千葉市立加曽利貝塚博物館＞　紀要　第 38号
＜千葉市立郷土博物館＞　研究紀要　第 17号
＜千葉大学大学院人文社会科学研究科＞　土器型式論の実践的研究 
2003-2009 年度
＜千葉大学文学部考古学研究室＞　猪鼻城跡
＜東京成徳大学人文学部日本伝統文化学科＞　「千葉のいまを知る」プロ
ジェクト 
＜富里市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 21年度
＜流山市立博物館＞　年報　№32、33
＜習志野市教育委員会＞　実籾三丁目遺跡 11
＜成田山文化財団＞　年報　第 2号
＜成田市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 22年度／成田
市の文化財　第 41、42集
＜野田市教育委員会＞　教育要覧　平成 22、23年度
＜野田文学会＞　野田文学　第 2次　№9～ 12　
＜野田地方史懇話会＞　伊勢・西国巡礼旅日記／ 20年の歩み
＜船橋市教育委員会＞　瑞花双鳳五花鏡・梅花文鏡筥の復元模造
＜船橋市郷土資料館＞　習志野原開拓のあゆみ／資料館資料館だより　
第 93号
＜船橋市飛ノ台史跡公園博物館＞　紀要　第 8号／ふなばしのお宝展
＜松戸史談会＞　松戸史談　第 50、51号
＜松戸市戸定歴史館＞　丘の上夢のとちゅう／戸定アートプロジェクト
／徳川昭武の屋敷慶喜の住まい
＜松戸市立博物館＞　年報　第 18号
＜茂原市教育委員会＞　高橋家文書　御用留　第 17集／茂原市北塚矢
部重矩家文書 村方騒動関係史料
＜茂原市立図書館＞　茂原の古文書史料集　第 15集、同別冊付録
＜八街市＞　八街市史　資料編 近世 2
＜八千代市立郷土博物館＞　八千代の遺跡／昭和のモダン住宅八千代の
テラスハウス
＜横芝光町教育委員会＞　図解横芝光町の歴史　1／初期伊万里と里帰

りした伊万里／中台A遺跡発掘調査報告書／鏡の歴史
＜和洋女子大学文化資料館・博物館学課程＞　国府台　14、15号
＜足立区立郷土博物館＞　千住の琳派 村越其栄・向栄父子の画業／紀
要　第 32号／浪人たちのフロンティア  村と町の開発と浪人由緒
＜板橋区教育委員会＞　文化財年報　9／櫻井徳太郎賞受賞論集 第 7、
8輯
＜板橋区立郷土資料館＞　しむら／地域史シリーズ　上板橋／明治･大
正期の人類学･考古学者伝 
＜江戸東京博物館＞　海舟日記　5／資料目録　占領期カラースライド
／両国地域の歴史と文化／紀要　第 1号
＜江戸川区教育委員会＞　江戸川区の史跡と名所／江戸川区の文化財　
第 12集
＜大田区立郷土博物館＞　冬のぬくもり、エコ暖房湯たんぽ
＜お茶の水女子大学学芸員課程＞　博物館実習報告　第 26号
＜科学技術振興機構科学コミュニケーション推進本部＞　Science 
window　№26～ 32、2009.4 月号別冊付録
＜葛飾区郷土と天文の博物館＞　年報　第 19号／古代東海道と万葉の
世界／研究紀要　第 12号／可豆思賀　4／「命」を学ぶ／ライフヒスト
リーで綴る都市近郊農村の民俗と近代史　1、2／葛飾酒作り本舗／田
んぼととんぼ ／現場へようこそ 出稼ぎ・集団就職・雇用と就職の近現
代史／江戸川流域で川漁／農家の知恵を生かす／徳川将軍と御殿／古代
東海道と東国 
＜関東民具研究会＞　相模・武蔵の大山信仰
＜北区飛鳥山博物館＞　研究報告　第 13号／天明以来ノ大惨事
／北区飛鳥山博物館常設展示案内／ノスタルジア・駅弁掛け紙コレク
ション
＜北区教育委員会＞　高木助一郎日記第 1～第 3号調査報告書　1
＜清瀬市郷土博物館＞　熊谷元一回顧展
＜公職研＞　地方自治職員研修　№616
＜國學院大學伝統文化リサーチセンター＞　伝統文化のモノと心 
ニュースレター　№4／まつりの継承  季節のまつりとその担い手
＜國學院大學研究開発推進機構学術資料館考古学資料館部門＞　紀要　
第 27輯
＜國學院大學博物館学研究室＞　紀要  第 35輯
＜国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所＞　荒川放水路変遷誌
＜国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館＞　年報　№26、27
＜国立科学博物館＞　Milsil  自然と科学の情報誌　№10～ 16、18
＜駒澤大学禅文化歴史博物館大学史資料室＞　「図書館誌」にみる駒大図
書館史　その 6
＜品川区立品川歴史館＞　品川御台場　幕末期江戸湾防備の拠点
＜渋沢栄一記念財団＞　青淵　739、740
＜渋沢史料館＞　渋沢研究　第 23、24 号／法学者・穂積陳重と妻・
歌子の物語　
＜衆議院憲政記念館＞　激動の明治国家建設／政党政治への道／大正デ
モクラシー期の政治
＜小学館＞　Jr. 日本の歴史　 5
＜昭和館＞　昭和のくらし研究　№8／館報　第 11、12号／ポスター
に見る戦中・戦後 ／戦後復興までの道のり
＜昭和女子大学光葉博物館＞　くらしを映す bell　part.2 ／人見楠郎
ベルコレクション
＜新潮社＞　週刊新潮　№2696
＜杉並区立郷土博物館＞　年報　平成20年度版／研究紀要　第18号・
年報　平成 21年度版／準常設展「杉並文学館」・特集「石井桃子」展示解
説書／将軍家の鷹場と杉並／角川源義　出版・俳句・学問への熱意
＜生活と経済＞　えんむす 2005秋
＜全国郷土玩具友の会＞　おもちゃ　第 179号
＜台東区教育委員会＞  上野兵火類焼調　下巻／台東区の文化財　第
11、12集
＜高梨学術奨励基金＞　年報　平成 21年度
＜たばこと塩の博物館＞　ミニチュア／インカとアンデス原産植物／浮
世絵版画 図録編 第 1、2部、目録編／年報　第 26号
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＜地球友の会＞　Tunza 日本語版　№16／ Our planet　日本語版　
№14
＜帝国データバンク史料館＞　Road to Muse ／輝業家 : 古・往・今・
来／帝国データバンク史料館だより　VOL.8 ～ 13
＜伝統文化活性化国民協会＞　伝統文化　№38
＜東京家政学院＞　ハートフル・ミュージアム　思い出のひと品
＜東京家政大学博物館＞　紀要　第 16号
＜東京大学史料編纂所＞　画像史料解析センター通信　第 50～ 52、
55号
＜東京都三多摩公立博物館協議会＞　ミュージアム多摩　№32
＜東京都埋蔵文化財センター＞　愛宕下遺跡　港区 no.149 遺跡　2 　
第 1～ 4分冊／百人町三丁目西遺跡　7／護国寺境内遺跡／水野原遺
跡  5 ／武蔵国府関連遺跡／吉原遺跡　 八王子市 no.1030 遺跡／神明
上遺跡／年報　28～ 30／たまのよこやま　№82
＜東京農工大学科学博物館＞　年報　第 8号
＜東京農業大学食と農の博物館＞　朱鷺色の空 佐渡の自然とトキの野
生復帰から学ぶ食・農・環境
＜虎屋文庫＞　和菓子の不思議お米の七変化展／和菓子の歴史展
＜日本海事広報協会＞　海と船なるほど豆事典
＜日本博物館協会＞　平成 22年度　博物館倫理規程に関する調査研究
報告書
＜日本ユネスコ協会連盟＞　世界遺産年報 2011　№16
＜八王子市教育委員会＞　平塚遺跡・桜田遺跡／打越小ザス遺跡 6、7
＜パルテノン多摩＞　多摩・商店ことはじめ／幕末任侠伝／航空斜写真
で見る多摩ニュータウン／開発を見つめた石仏たち／維新風雲回顧展／
多摩市馬引沢のサイノカミ行事
＜府中市教育委員会＞　府中市内遺跡発掘調査概報　39／府中市横海
道北 1号塚の調査
＜府中市郷土の森博物館＞　紀要　第 24号／年報　第 24号／新宿菊
池家文書目録　1／四ッ谷土方平右衛門家文書目録
＜物流博物館＞　物流写真館 運ぶ風景の時代証言
＜プレジデント社＞　七緒　vol.24
＜文化環境研究所＞　文環研レポート　第 31号／ Cultivate　№37、
38
＜文京区教育委員会＞　文京ふるさと歴史館年報　第 12、13号
＜ポーラ文化研究所＞　伝統と文化　№34
＜ポプラ社＞　郷土の人物
＜三鷹市教育委員会＞　水車屋ぐらしを支えた民具　
＜港区教育委員会＞　埋蔵文化財調査年報　7
＜港区立港郷土資料館＞　館報　28、29／研究紀要　13／愛宕山  
江戸から東京へ
＜武蔵大学学芸員課程＞　報告書　第 22号
＜明治大学学芸員養成課程＞　Museum study 22／Museologist 26
＜明治大学博物館＞　年報　2009年度 
＜モネール＞　大阪芸術大学講義録　平成 22年度
＜山川出版社＞　大原幽学と飯岡助五郎
＜立教大学学校・社会教育講座＞　Mouseion  №56
＜神奈川県立歴史博物館＞　研究報告　人文科学　第 36号
＜神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科＞　大倉の民俗
＜共用品ネットミュージアムのUDプロジェクト＞　ミュージアムの
UDサポートガイド
＜首都圏形成史研究会＞　会報　第 24、25号
＜茅ケ崎市文化資料館＞　調査研究報告　20
＜日本郵船歴史博物館＞　船建築
＜平塚市美術館＞　湘南の洋画家・大貫松三展（図録）、報告書　調査と
展示の記録 
＜横浜市歴史博物館＞　調査研究報告　Vol. ６、7／紀要　Vol.15 ／
海にできた新田／大昔のムラを掘る／近世横浜海岸部の新田開発／古墳
時代の生活革命／寺社参詣・物見遊山／大紙芝居展 よみがえる昭和の
街頭文化／都筑区茅ヶ崎城跡と謎のウズマキかわらけ／資料目録　第
19集

＜長岡市立科学博物館＞　研究報告　第 46号／NKH　№95
＜新潟県立歴史博物館＞　山崎光子民俗服飾コレクション／研究紀要　
第 11号
＜新潟市＞　新潟市美術館の評価および改革に関する委員会　中間報告
＜飯田市美術博物館＞　遠山霜月祭　南信濃 1 ／遠山谷中部の民俗
＜辰野町教育委員会＞　神谷所遺跡　3／羽場城跡遺跡
＜長野市立博物館＞　紀要　第 8～ 10、12号／道が人をつなぐ  北国
街道の 400 年／年報　VOL.18 ／常設展示案内図録／収蔵資料目録　
歴史 7、9
＜松代文化施設等管理事務所＞　白鳥神社調査報告書／大名の旅松代藩
の参勤交代／資料目録　香道具・遊具／松代　付年報　第 23、24号
＜松本市立博物館＞　石曽根コレクションの世界
＜南アルプス市教育委員会＞　市内仏像等悉皆調査報告書
＜山梨県教育委員会博物館建設室＞　春日居町史蹟めぐり　Vol.1
＜内藤記念くすり博物館＞　病まざるものなし
＜美濃加茂市民ミュージアム＞　紀要　第 10 集／年報　Vol.10 ／み
のかも文化の森活用の手引き・活用実践集　平成 22年度版
＜安城市歴史博物館＞　年報　第 18、20 号／百年前の絵はがき／描
かれた農四季耕作図／汽笛一聲・安城駅 120 年／戦時下にできた明治
航空基地／村絵図 2　江戸時代の油ヶ淵と周辺の村々
＜田原市博物館＞　年報　第 16、18 号／研究紀要　第 5号／田原の
文化　第 37号／洋風画家谷文晁･渡辺崋山が描く風景表現／中田恭一
展／漁夫歌人糟谷磯丸展
＜半田市博物館＞　年報　平成 20年度
＜静岡市立芹沢銈介美術館＞　芹沢銈介作品をめぐる 30の物語
＜静岡市立登呂博物館＞　トロベーの「とろはくガイド」
＜沼津市歴史民俗資料館＞　紀要　34、35／資料集　26
＜栗東歴史民俗博物館＞　紀要　第 17号
＜楽浪文化財修理所＞　文化財修理報告書　VOL.9、10
＜亀岡市文化資料館＞　光秀・亀山城・城下町／川東・たんぼの下から
郷土のお宝発見 ! 
＜佐川印刷株式会社＞　嵯峨 いけばな嵯峨御流　№932
＜立命館大学国際平和ミュージアム＞　立命館平和研究 紀要　第 12
号／ミュージアムだより　№51、52
＜大阪市立自然史博物館＞　館報　34／みんなでつくる淀川大図鑑  
＜大阪歴史博物館＞　年報 　平成 21年度
＜柏原市立歴史資料館＞　館報　第 22、23 号／柏原ぶどう物語／赤
馬伝説
＜関西大学博物館＞　紀要　第 17号／本山彦一蒐集資料目録／本山コ
レクションの由来
＜洪庵記念会除痘館記念資料室＞　大阪の除痘館
＜堺市博物館＞　館報　第 30号
＜八尾市立歴史民俗資料館＞　やおまち発見八尾の寺内町シンポジウム
＜芦屋市教育委員会＞　大阪城石垣のふるさとを歩く／大阪城の石垣・
現地学習／芦屋の古代史／芦屋の地名と遺跡びと
＜奈良県立民俗博物館＞　大和郡山の祭りと行事／モノまんだら　ク
ジ・袋
＜倉敷埋蔵文化財センター＞　年報　12
＜津山郷土博物館＞　津山松平藩町奉行日記  19 ／年報　平成 21年度
／内田鶴雲
＜菅茶山記念館＞　葛原しげる　ニコピン先生の足跡
＜下関市立考古博物館＞　研究紀要　 第 15号／年報　16 
＜松江歴史館＞　要覧／堀尾氏三代の国づくり／研究紀要　第 1号／
雲州松江の歴史をひもとく
＜徳島市立徳島城博物館＞　年報　第 18号／阿波の茶の湯
＜石橋美術館＞　髙島野十郎　里帰り展
＜九州歴史資料館＞　年報　平成 21、22年度
＜福岡市博物館＞　収蔵品目録　24／研究紀要　第 19号
＜福岡市埋蔵文化財センター＞　年報　第 29号
＜熊本博物館＞　館報　№21,22
＜海洋博覧会記念公園管理財団＞　南ぬ風　Vol.13 ～ 17
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＜個人＞　発行者以外が寄贈者の場合、（　）に記した　　
青木直己『図説和菓子の今昔』、『幕末単身赴任下級武士の食日記』／石田
年子『房総の石仏』　第 20 号／（岩屋隆夫）『土木学会誌』　Vol.92-10、
『日本の放水路』／（大澤一秋）『街道絵図に描かれた被差別民 五街道分間
延絵図解説篇補遺』、『金筬および筬屋』、『系図文献資料総覧』／（金山喜
昭）『愛知児童文化事典』、『利根川 人と技術文化』／後藤麻衣子『雪国集落
に伝承される年中行事』／（佐藤和宏）『評伝赤松宗旦』／（佐藤正三郎）『さ
くら市ゆかりの詩人　野口雨情』／高原光雄『光っちゃんの当り前のマ
ニュアル』／高崎哲郎『評伝　技師青山士』、『印旛沼掘割物語』／（田中大
輔）『山梨県南アルプス市文化財年報』／野口栄一郎『正ちゃんせんべい』
／（程田家）『下町界隈』／（茂木玲子）『平成 23年　琴平神社　奉納里神
楽』、『百椿図』



３－３　施設の概要

《野田市郷土博物館》
○所在地　　　　　　　　野田市野田 370 番地の 8
○施設概要
　①敷地面積　　　　　　5,057.21 ㎡（含野田市市民会館敷地）
　　　　　　　　　　　　　※その他隣接地に駐車場 970.28 ㎡有り
　②建物の構造　　　　　鉄筋コンクリート 2階建
　③延床面積　　　　　　379 ㎡ ※

　④その他付属建物　　　事務室（軽量鉄骨 2階建 33㎡）、学芸員室（木造瓦葺平屋 45㎡）、
　　　　　　　　　　　　屋外便所（木造瓦葺平屋 25㎡）、資料保管倉庫（木造瓦葺平屋 99㎡）
　⑤別施設　　　　　　　上花輪資料保管庫（軽量鉄骨 2階建 216 ㎡）
　　　　　　　　　　　　　※所在地　野田市野田 849 番地
　⑥所蔵資料点数　　　　21,901 点（平成 24年 3月現在）
　⑦資料台帳登録件数　　8,541 件

《野田市市民会館》
○所在地　　　　　　　　野田市野田 370 番地の 8
○施設概要
　①建物の構造　　　　　木造瓦葺平屋
　②延床面積　　　　　　618 ㎡
　③主要施設　　　　　　和室 10畳 2室、和室 8畳 4室、和室 6畳 2室、和室 4畳半 1室、
　　　　　　　　　　　　和室 4畳 1室、板の間約 16畳 1室他
　④その他付属建物　　　茶室 26.19 ㎡（松樹庵）

※これまで野田市郷土博物館の延床面積は 393 ㎡と公表してきたが、この面積には現在は撤去されている木造屋外便所（14㎡）が含まれ
　ていたことが分かったため、今号よりそれを差し引いた正確な面積を掲載した。お詫びして訂正いたします。
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３－４　条例・規則等

　　○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
平成18年 12月 25日
野田市条例第48号

　野田市郷土博物館設置条例 ( 昭和 33年野田市条例第 13号 ) の全部
を改正する。
　（設置）
第 1条　本市は、市民が自ら行う郷土の歴史、文化等の学習及び調査
　研究を支援するとともに、生涯学習のための市民相互の交流の場を創
　出し、もって市民の教養、学術及び文化の向上に寄与することを目的
　として、博物館法（昭和 26年法律第 285 号）の規定に基づき、野田
　市郷土博物館（以下「博物館」という。）設置する。
　（位置）
第2条　博物館の位置は、野田市野田 370番地の 8とする。
　（開館時間等）
第3条　博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
　（事業）
第4条　博物館においては、次に掲げる事業を行う。
　（1）　歴史、文化等に係る調査研究、資料の整備及び情報の市民に対
　　　する提供を行うこと。
　（2）　歴史、文化等に係る資料の展示を行うこと。
　（3）　観察会、講習会その他の生涯学習のための市民相互の交流を促
　　　進する事業を行うこと。
　（4）　自主的な調査又は研究を行う団体の育成を図ること。
　（5）　その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を行う
　　　こと。
（指定管理者の業務）
第 5 条　次に掲げる博物館の管理に関する業務は、地方自治法（昭和
　22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、指定管理者（同
　項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。
　（1）　博物館の利用に関する業務
　（2）　前条に掲げる事業に関する業務
　（3）　博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務
　（4）　その他教育委員会が定める業務
　（平 21条例 8・一部改正）
第6条から第8条まで　削除
　（平 21条例 8）
　（利用の制限）
第 9条　指定管理者は、博物館の管理上支障があると認められるとき
　は、博物館及びその保管する歴史、文化等に係る資料の利用を制限す
　ることができる。
　（利用料金等）
第 10条　博物館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、無料
　とする。ただし、指定管理者が期間を定めて特別な展示を行う場合で
　教育委員会が必要と認めたときは、博物館に入館しようとする者は、
　利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2　利用料金は、指定管理者の収入とする。
3　利用料金の額は、500円の範囲内において、指定管理者が教育委員
　会の承認を得て定めるものとする。
4　教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額
　を告示するものとする。
　（委任）
第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）

2　この条例による改正後の野田市郷土博物館の設置及び管理に関する
　条例（以下この項において「新条例」という。）第 5条第 2項から第 4項
　まで及び第 8条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続そ
　の他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりする
　ことができる。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市条例第 8号）
　（施行期日）
1　この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
　（経過措置）
2　この条例の施行前に第 1条から第 14条までの規定による改正前の
　それぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であっ
　て、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成
　21年野田市条例第 7号。以下この項において「指定管理者条例」とい
　う。）の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定
　によってしたものとみなす。
3　この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対す
　る業務報告の聴取については、なお従前の例による。

　　○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例
平成18年 12月 25日
野田市条例第47号

　野田市市民会館条例（昭和31年野田市条例第19号）の全部を改正する。
　（設置）
第1条　本市は、豊かな人間性の育成及び市民文化の高揚を図るため、
　市民相互の交流と伝統文化等の学習の場を創出し、もって市民の教養
　及び文化の向上に寄与することを目的として、野田市市民会館（以下
　「市民会館」という。）を設置する。
　（位置）
第2条　市民会館の位置は、野田市野田 370番地の 8とする。
　（管理）
第 3条　市民会館の管理は、市長と教育委員会との協議に基づく委任
　により教育委員会が行う。
　（開館時間等）
第4条　市民会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
　（事業）
第5条　市民会館においては、次に掲げる事業を行う。
　（1）　講習会その他の市民相互の交流を促進する事業を行うこと。
　（2）　伝統文化の伝承のための事業及び体験学習を行うこと。
　（3）　その他市民会館の設置の目的を達成するために必要な事業を行
　　　うこと。
　（指定管理者の業務）
第6条　次に掲げる市民会館の管理に関する業務は、地方自治法（昭和
　22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、指定管理者（同
　項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。
　（1）　市民会館の利用に関する業務
　（2）　前条に掲げる事業に関する業務
　（3）　市民会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
　（4）　その他教育委員会が定める業務
　（平 21条例 8・一部改正）
第7条から第9条まで　削除
　（平 21条例 8）
　（利用の許可）
第10条　市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の
　許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しようと
　するときも同様とする。
2　指定管理者は、前項の許可をする場合には、市民会館の管理上必要
　な条件を付することができる。
　（利用の制限）
第11条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市
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　民会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
　（1）　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認め
　　　られるとき。
　（2）　市民会館の設置目的に反すると認められるとき。
　（3）　その他市民会館の管理上支障があると認められるとき。
　（利用料金等）
第12条　第 10条第 1項の規定により市民会館の利用の許可を受けた
　者（以下「利用者」という。）は、直ちに施設の利用に係る料金（以下「利
　用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。
2　利用料金は、指定管理者の収入とする。
3　利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が
　教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4　教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額
　を告示するものとする。
　（利用料金の減免）
第13条　指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用料
　金を減免することができる。
　（利用料金の還付）
第14条　既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別
　の理由があると認めたときは、この限りでない。
　（原状回復の義務）
第15条　利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちにこれを原
　状に復さなければならない。
2　利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこ
　れを執行し、これに要した費用は利用者の負担とする。
　（広告及び販売行為等の禁止）
第16条　利用者は、市民会館の施設等において広告の掲示、物品の販
　売、入場料又は観覧料の徴収その他これに類する行為をしてはならな
　い。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
　（委任）
第17条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）
2　この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条
　例（以下この項において「新条例」という。）第 6条第 2項から第 4項ま
　で及び第 9条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その
　他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりするこ
　とができる。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市条例第 8号）
　（施行期日）
1　この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
　（経過措置）
2　この条例の施行前に第 1条から第 14条までの規定による改正前の
　それぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であっ
　て、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成
　21年野田市条例第 7号。以下この項において「指定管理者条例」とい
　う。）の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定
　によってしたものとみなす。
3　この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対す
　る業務報告の聴取については、なお従前の例による。
　　　　附　則（平成 21年 9月 30日野田市条例第 29号）
　（施行期日）
1　この条例は、平成 22年 1月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、平成 21年 11月 1日から施行する。
　（準備行為）
2　この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条
　例第 12条の規定による野田市市民会館の利用料金等に関し必要な手
　続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前におい

　ても行うことができる。

別表（第 12条第 3項）
　　　　（平 21条例 29・一部改正）

　備考　市内に住所を有しない利用者に係る利用料金の額は、上記の表
　　に定める額の 2倍の額とする。

　　○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年 12月 28日

野田市教育委員会規則第19号

　野田市郷土博物館規則（昭和 34年野田市教育委員会規則第 1号）の全
部を改正する。
　（趣旨）
第 1条　この規則は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
　（平成 18年野田市条例第 48号。以下「条例」という。）の施行に関し必
　要な事項を定めるものとする。
　（開館時間）
第2条　野田市郷土博物館（以下「博物館」という。）の開館時間は、午前
　9時から午後 5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育
　長の承認を得たときは、これを変更することができる。
　（休館日）
第3条　博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ指
　定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館する
　ことができる。
　（1）　火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第
　　　178号）に規定する休日に当たるときを除く。）
　（2)　12月 29日から翌年の 1月 3日までの日
　（平 19教委規則 16・一部改正）
　（館外利用）
第 4条　指定管理者は、別に定めるところによりその保管する資料を
　学校その他の教育機関等が利用する場合は、館外において利用させる
　ことができる。
2　前項の規定にかかわらず、教育長が指定する資料は、館外において
　利用することができない。
　（資料の寄贈）
第5条　教育長は、資料の寄贈を受けることができる。
2　資料を寄贈しようとする者は、野田市郷土博物館寄贈申込書（別記
　第 1号様式）を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3　教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受領書（別
　記第 2号様式）を交付するものとする。
　（資料の寄託）
第6条　教育長は、資料の寄託を受けることができる。
2　資料を寄託しようとする者は、野田市郷土博物館寄託申込書（別記
　第 3号様式）を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。

室名等＼区分 午前9時から午後5時
まで1時間につき

午後5時から午後9時
まで1時間につき

松の間

竹の間

梅の間

柳の間

楓の間

藤の間

桃の間

月の間

雪の間

菊の間

松樹庵（茶室）

200 円

170 円

130 円

60 円

100 円

100 円

60 円

170 円

100 円

170 円

340 円

230 円

170 円

130 円

170 円

170 円

100 円

230 円

170 円

230 円

680 円



89

3　教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受託書（別
　記第 4号様式）を交付するものとする。
4　寄託は、無償とする。
5　指定管理者は、第 1項の規定により寄託を受けた資料を博物館所蔵
　の資料と同一の注意をもって管理しなければならない。
6　寄託された資料が災害その他避けられない事故により損害を生じた
　ときは、教育長及び指定管理者はその責めを負わない。
　（費用）
第 7条　教育長は、資料の寄贈若しくは寄託を受けるため、又は寄託
　を受けた資料を返還するために要する費用の全部又は一部を負担する
　ことができる。
　（一時的な借用）
第 8条　指定管理者は、展示その他博物館の運営上必要があると認め
　たときは、あらかじめ教育長の承認を得て、博物館以外が保管する資
　料を一時的に借用することができる。
　（利用者の遵守事項）
第9条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
　（1）　施設を損傷し、又は汚損しないこと。
　（2）　指定管理者の許可なく資料に触れないこと。
　（3）　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及
　　　ぼす行為をしないこと。
　（4）　前 3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為を
　　　しないこと。
第10条　削除
　（平 21教委規則 2）
　（指定申請書等）
第11条　野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
　（平成 21年野田市条例第 7号。以下「手続条例」という。）第 3条の申
　請書は、野田市郷土博物館指定管理者指定申請書（別記第 5号様式）
　とする。
2　手続条例第 3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおり
　とする。
　（1）　定款、規約その他これらに類する書類
　（2）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　（3）　当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報
　　　告書
　（4）　当該施設の管理に関する業務の収支予算書
　（5）　その他教育委員会が必要と認める書類
　（平 20教委規則 6・平 21教委規則 2・一部改正）
　（選定等の通知）
第 12条　教育委員会は、手続条例第 4条の規定による審査をしたと
　きは、その結果を野田市郷土博物館指定管理者選定結果通知書（別記
　第 6号様式）により通知するものとする。
2　教育委員会は、手続条例第 5条の規定により指定管理者を指定した
　ときは、野田市郷土博物館指定管理者指定通知書（別記第 7号様式）
　により通知するものとする。
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（業務報告書の記載事項）
第13条　手続条例第 10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載
　しなければならない。
　（1）　博物館の管理の実施状況及び利用状況
　（2）　博物館の管理に係る経費の収支状況
　（3）　前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（委任）
第14条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）

2　指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施
　行前においても、第 10条から第 12条までの規定の例によりするも
　のとする。
　（野田市郷土博物館協議会運営規則及び野田市郷土博物館の職員の職
　名に関する規則の廃止）
3　次に掲げる規則は、廃止する。
　（1）　野田市郷土博物館協議会運営規則（昭和 34年野田市教育委員会
　　　規則第 2号）
　（2）　野田市郷土博物館の職員の職名に関する規則（平成元年野田市
　　　教育委員会規則第 13号）
　　　　附　則（平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号）
　この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 20年 10月 1日野田市教育委員会規則第 6号）
　この規則は、平成 20年 12月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市教育委員会規則第 2号）
　この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。

　　○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年 12月 28日

野田市教育委員会規則第20号

　（趣旨）
第1条　この規則は、野田市市民会館の設置及び管理に関する条例（平
　成 18年野田市条例第 47号。以下「条例」という。）の施行に関し必要
　な事項を定めるものとする。
　（開館時間）
第2条　野田市市民会館（以下「市民会館」という。）の開館時間は、午前
　9時から午後 9時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育
　長の承認を得たときは、これを変更することができる。
　（休館日）
第3条　市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ
　指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館す
　ることができる。
　（1）　火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第　
　　　178号）に規定する休日に当たるときを除く。）
　（2）　12月 29日から翌年の 1月 3日までの日
　（平 19教委規則 16・一部改正）
　（利用の手続）
第4条　市民会館を利用しようとする者（以下「利用希望者」という。）は、
　野田市市民会館利用申請書（別記第 1号様式）を指定管理者に提出し、
　許可を受けなければならない。
2　前項の規定にかかわらず、利用希望者は、電話その他の方法により、
　指定管理者に次に掲げる事項を明らかにして利用の予約をすることが
　できる。
　（1）　利用する室名等
　（2）　利用する日時
　（3）　利用する目的
　（4）　利用する人数
　（5）　利用する備品、器具等
　（6）　前 5号に掲げるもののほか、必要な事項
3　前項の規定により予約をした者は、第 1項の申請書を提出したもの
　とみなす。
4　利用希望者は、利用しようとする日の 2月前から第 1項の申請書を
　提出し、又は第 2項の予約をすることができる。ただし、指定管理者
　が必要と認めるときは、この限りでない。
　（利用の許可）
第 5条　指定管理者は、市民会館の利用を許可したときは、野田市市
　民会館利用許可書兼領収書（別記第 2号様式）を利用料金と引き換え
　に利用希望者に交付するものとする。
　（利用の変更等）
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第 6条　利用希望者は、市民会館の利用の内容を変更し、又は取りや
　めようとするときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならな
　い。
　（利用料金の減免）
第7条　条例第 13条の規定による減免を受けようとする者は、野田市
　市民会館利用料金減免申請書（別記第 3号様式）を指定管理者に提出
　しなければならない。
　（減免の基準）
第8条　条例第 13条に規定する教育委員会規則で定める基準は、次の
　とおりとする。
　（1）　官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は、利用料
　　　金を免除する。
　（2）　前号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減免する必
　　　要があると認めるときは、教育長の承認を得てその都度定める額
　　　を減免することができる。
　（利用者の遵守事項）
第9条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
　（1）　施設を損傷し、又は汚損しないこと。
　（2）　指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、又は移動しない
　　　こと。
　（3）　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及
　　　ぼす行為をしないこと。
　（4）　前 3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為を
　　　しないこと。
　（職員の立入り）
第10条　指定管理者は、市民会館の管理上必要と認めるときは、指定
　管理者の指定した職員を、利用している施設に立ち入らせることがで
　きる。
　（利用の制限）
第11条　指定管理者は、条例第 11条の規定により市民会館の利用を
　制限した場合は、野田市市民会館利用制限通知書（別記第 4号様式）
　を交付するものとする。
第12条　削除
　（平 21教委規則 2）
　（指定申請書等）
第13条　野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
　（平成 21年野田市条例第 7号。以下「手続条例」という。）第 3条の申
　請書は、野田市市民会館指定管理者指定申請書（別記第 5号様式）と
　する。
2　手続条例第 3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおり
　とする。
　（1）　定款、規約その他これらに類する書類
　（2）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
　（3）　当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報
　　　告書
　（4）　当該施設の管理に関する業務の収支予算書
　（5）　その他教育委員会が必要と認める書類
　（平 20教委規則 6・平 21教委規則 2・一部改正）
　（選定等の通知）
第 14条　教育委員会は、手続条例第 4条の規定による審査をしたと
　きは、その結果を野田市市民会館指定管理者選定結果通知書（別記第
　6号様式）により通知するものとする。
2　教育委員会は、手続条例第 5条の規定により指定管理者を指定した
　ときは、野田市市民会館指定管理者指定通知書（別記第 7号様式）に
　より通知するものとする。
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（業務報告書の記載事項）
第15条　手続条例第 10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載
　しなければならない。
　（1）　市民会館の管理の実施状況及び利用状況
　（2）　市民会館の管理に係る経費の収支状況

　（3）　前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項
　（平 21教委規則 2・一部改正）
　（委任）
第16条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
　　　　附　則
　（施行期日）
1　この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規
　定は、公布の日から施行する。
　（準備行為）
2　指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施
　行前においても、第 12条から第 14条までの規定の例によりするも
　のとする。
　　　　附　則（平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号）
　この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 20年 10月 1日野田市教育委員会規則第 6号）
　この規則は、平成 20年 12月 1日から施行する。
　　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市教育委員会規則第 2号）
　この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。

　　○野田市郷土博物館資料館外利用規程

　（趣旨）
第 1条　この規程は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
　施行規則（平成 18年野田市教育委員会規則第 19号）第 4条に規定す
　る野田市郷土博物館資料（以下「資料」という。）の館外利用について必
　要な事項を定めるものとする。
　（資料の館外利用の限度）
第2条　資料の館外貸出しは教育委員会の承認を得て指定管理者（野田
　市博物館の設置及び管理に関する条例（平成 18 年野田市条例第 48
　号）第 5条第 1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の定めた
　範囲で行うものとする。ただし、指定管理者は、資料を貸出ししたと
　きは博物館資料館外貸出し報告書（別記第 1号様式）により教育委員
　会に報告しなければならない。
　（利用者）
第3条　資料には次に掲げる教育機関及び教育団体等で教育、学術、
　文化に関する調査、研究又は普及の用に供することを目的とするもの
　に限り利用させるものとする。
　（1）　博物館
　（2）　学校及び公民館、図書館
　（3）　その他指定管理者が適当と認めたもの
　（貸出しの期間）
第4条　資料貸出しの期間は 15日以内とする。ただし、指定管理者が
　特別の事由があると認めたときは期間を延長することができる。
　（利用の手続き）
第 5条　資料の館外利用をしようとするものは博物館資料借用申込書
　（別記第 2号様式）を利用前 15日までに指定管理者に提出し、その承
　認を受けるものとする。
2　指定管理者は、前項の規定により承認した場合は、博物館資料館外
　貸出し承認通知書（別記第 3号様式）により利用者に通知するものと
　する。
3　前項に規定により承認を受けたものは博物館資料借用書（別記第 4
　号様式）を指定管理者に提出し、資料を借り受けるものとする。
　（経費の負担）
第6条　資料の館外利用に必要な経費は利用者の負担とする。
　（損害の弁償）
第 7条　利用者の責に帰すべき事由により、資料を汚損、き損又は滅
　失した場合は利用者は修理又は相当額を弁償しなければならない。
　　　　附　則
　この規程は平成 19年 4月 1日より施行する。
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野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
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野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
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野田市郷土博物館資料館外利用規程
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３－５　施設の運営組織

　野田市郷土博物館と野田市市民会館は平成 19 年度より指定管理者であるNPO法人野田文化広場に
よって一体的に管理運営されている。NPO法人野田文化広場は平成 17 年設立（平成 17 年 5月法人格
認証）し、設立当初より「文化によるまちづくり」を掲げ、寺子屋講座、観月会、山中直治記念コンサー
トといったまちづくり事業、キャリアデザイン事業に取り組んできた。指定管理者として選定されてか
らは、従来のイベントは自主事業として継続しながら、新たに博物館企画事業委員会および博物館経営
委員会を組織し、野田市の承認を得た事業計画を元に郷土博物館・市民会館の指定管理事業の企画・実
施にあたっている。

組織図（平成 25年 3月 1日現在）

３－６　役員

理 事 長
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
監　　事

古谷光裕
秋葉啓子
小林照男
関根一男
髙梨綾子
土生谷博之
青木栄子

副理事長
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
監　　事

山本章裕
足立博志
下津谷達男
染谷　慧
田中鐘一
皆川浩一
須田敏男

理事（事務局長）
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事

顧　　問

金山喜昭
石山啓二郎
神宮善太郎
染谷幸雄
中村政道

茂木佐平治

３－７　職員

館　　長
学 芸 員

関根一男
佐藤正三郎

学 芸 員
学 芸 員

柏女弘道
大貫洋介

学 芸 員
事 務 員

田尻美和子
澁谷由梨子

博
物
館
企
画
事
業
委
員
会

博
物
館
経
営
委
員
会

企
画
事
業
委
員
会

経
営
委
員
会

個
人
情
報
管
理
委
員
会

自主事業

野田市郷土博物館
野田市市民会館
指定管理事業

館長　学芸員
臨時雇用職員

博
物
館
企
画
事
業
委
員
長

博
物
館
経
営
委
員
長

個
人
情
報
管
理
委
員
長

経
営
委
員
長

企
画
事
業
委
員
長

事務員、用務員、
資料整理員、学芸員補助員、
清掃作業員、夜間管理員

監事

顧問
総　会

事務局

理事長　副理事長
理　事

事務局長

理事会

96



4　博物館評価



博物館評価

Ⅰ　博物館評価について
　　2010 年度より、当館では事業戦略会議ワーキングチームを立ち上げて、博物館評価（自己評価）の
作業を開始した。この博物館評価は、NPOが指定管理者として管理運営をする中で、事業のみならず
博物館活動全般において、それまで行ってきたことをチェックして改善をはかるために実施している。
　ワーキングチームのメンバーはNPO法人野田文化広場事務局長と学芸員 4名で、検討内容の途中経
過は随時、その間に開かれた企画事業委員会や法人の理事会で報告して意見を聴取してきた。
　博物館評価表（104 ～ 106 ページ）は、当館の３つのミッション（13ページ）を大項目とし、これに対
応するようにして、それぞれの具体的な目標となる中項目を設定した上でさらに具体的な評価指標の項
目をあげた。そこに、指定管理運営となった 2007 年度以降のデータを入れ、経年的な推移を示してい
る。また本年度は新たにモニタリング調査等でデータ収集した。モニタリング調査の詳細はⅣに述べる。

Ⅱ   自己分析（Check）
①博物館機能を充実させる
　資料収集や調査研究等の博物館の基礎機能を充実させることである。博物館の基礎機能とは、博物館
の存在基盤であるコレクションのマネジメントである。2007年度以降、本格的なコレクションの収集、
整理、保管管理と公開に向けた準備作業を行ってきた。また、その情報を公開することも進めている。

【現状評価】
　資料収蔵点数 (1) は堅調に推移している。収集方法が寄贈や購入が主となり、不必要な寄託が行われ
ていない点 (3) は、昨年度に引き続き評価できる。資料購入は、昨年度から改善され、効果的に予算を
活用して必要な資料を購入することができた（4）。昨年度の評価をふまえて、年度の始めより意識的に
資料情報を収集、市民らとの情報交換につとめるなどしたことで、効果的に資料購入できたと考えられ
る。収蔵庫の管理においては定期的なモニタリングを続けており (5)、異変があればすぐに気づくこと
ができる体制がとられている。
　学芸員の講演・講座件数はこれまでで最も多くなった (6)。高校、大学や高齢者団体からの依頼に応
じたことに加えて、当館事業（自主研究グループ育成連続講座）での講師を務めたためである。また、講
師業務が 1人の学芸員に偏るのではなく、学芸員 4名全員で万遍なく務めている点も評価できる。
　新規収蔵資料の公開はこれまで意識的にやっていなかったが、本年度より、企画展（生活と文化展）の
展示スペースの半分をその公開にあてることとした。これは、博物館の資料収集活動についての市民へ
の説明責任も意味している。年間に収集した資料（2011 年度の場合約 1,200 点）すべてを公開すること
はできないが、少なくとも受け入れ件数ベースではすべてを紹介することを目標とし、本年度はそれを
達成することができた（9）。
　写真貸出は出版社やテレビ番組制作会社からの依頼が多く、本年度も順調に増加している（10）。手続
きのプロセスが統一されたことで、申請がスムーズに行えるようになっている。
【改善を要する点等】
　現状の評価指標においては極めて良好に推移しているが、今後の課題として、新たに学芸員 1名を
増員して取り組んでいる資料再整理業務の状況も今後見ていくべきだろう。例えば、当館の各収蔵庫に
おける整理作業日数や、データベースの整理状況などを測るものさしが必要である。特にイベント事業
にあてる時間が長いと、この基礎的業務に割く時間が相対的に短くなる傾向にあるため、成果を継続的
に出し続けるためには、年間の作業目標やプライオリティの設定、作業報告書の作成などを業務に位置
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づけ、毎年のチェックをすると良いと考えられる。

②利用者サービスを図る
　すべての利用者に開かれた博物館として、幅広い層の人びとが来館することを目指している。そのた
めに、公共施設としての基本的な機能を維持し、さらに館内施設の充実や利用者・関係者の満足度やニー
ズを把握して質の高い市民サービスを提供することを心掛けてきた。

【現状評価】
　本年度は、年度開始時に東日本大震災の影響があったものの、博物館、市民会館とも大がかりな整備
工事がなく、そのための臨時休館日がほとんどない 1年であった。そのため開館日数的には通常ベース
に戻ったといえる（12,13）。これにより博物館の総入館者数はさらにのびた（14）。この支えとなってい
るのが、利用者のリピーター率のようであり、本年度は 50％を超える結果となった（16）。その一方で、
この年度より実施をはじめたモニタリング調査によって、これまで博物館を利用してこなかった市民の
利用が 13.6%あることが明らかになっており（33）、より広範な市民層や新たなコミュニティの利用を
目指して、今後この数値を基準として推移をみていきたい。
　なお 1日平均入館者数は博物館、市民会館ともに昨年度比を下回っている（15,18）。これは震災の影
響があったのではないかと考えられる。特に市民会館については、年度の前半は市外からの観光、散策
者のキャンセルが相次いだ。貸部屋利用団体数も4月～5月、7月～11月の間前年度比100％を下回っ
た。それでも 12 月以降持ち直して 994 件と、最終的には最も多くなった（20,21）。中でも、市外の利
用団体数が少ないながらも着実に増えてきていることがうかがえる（21）。これは市外からの見学の途中
に、昼食や休憩場所として利用されているためである。
　展覧会の満足度、施設の雰囲気や居心地に対する満足度はいずれも 80点台中盤より高い値で維持さ
れている点が評価される（22,23）。さらに本年度は市民会館の貸部屋利用者の満足度についても別にア
ンケート用紙を作成して調査をしたが、総合的な満足度は博物館の満足度と同程度であった（24）。
　これらの満足度を支えていることの一つに、職員・スタッフの対応があると考えられる。職員とは非
常勤も含む全職員を指し、スタッフには、博物館ボランティアや土日祝に常駐する当番ガイドも含まれ
ている。この調査によると、来館者の 76.4% が当館敷地内で職員・スタッフの何らかの対応を受けて
おり（25）、対応を受けた来館者の満足度を他の満足度指標と同じルールで数値化すると 94.6 ポイント
と非常に高い値であった（26）。このように現状のソフト面での細やかなサービス力は当館の強みとなっ
ていることが理解できる。
　博物館刊行物については、主たる販売場所である博物館展示室内に、博物館ボランティアが常駐し、
案内を行うことで、2009 年度より販売冊数が急増したが、その後 2年続けて低下傾向にある（28）。原
因としては、旧刊行物のうち売れ筋だったものが徐々に絶版になってきているためと考えられる。しか
しながら、ショップについては、本年度より、刊行物以外の商品についてもショップコーナーでいくつ
か取扱いをはじめたことで全体的なショップ機能は向上していると言える。前年度（2010 年度）の評価
で触れた部分では、博物館を訪ねた思い出となるような品として、野田貝塚より出土したミミズク形土
偶をモチーフとしたストラップを製作したこと、また、野田の特産品に関しては特別展「野田と煎餅」期
間中に煎餅の詰め合わせセットを企画販売したことがあり、いずれも好評を博した。これにより本年度
の刊行物以外の品物の売り上げ（29）は、金額的にも刊行物を上回る結果となっている。
【改善を要する点等】
　アクセスの問題についての来館者からの指摘は、アンケートやボランティア連絡会でもたびたび報告
されており、学芸員も痛感している課題の一つであった。そこで、本年度は、アクセス改善に向けた提
言の一環として、モニタリング調査によって現状調査することとした。
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駅（またはバス停）からのアクセス満足度（30）は、電車やバスなど公共交通機関を使って近くまで来た
のち、その駅やバス停から徒歩等の手段で当館を訪れた人の満足度を、他の満足度指標と同じルールで
数値化したものである。なお評価表にはないが、モニタリング調査によって、まずこういった手段で来
館した人は全来館者の 15%いることが分かっている。それらの来館者のアクセスに対する満足度の数
値は 68.9 ポイントと低い値が出た。一方、自家用車によるアクセス満足度（31）は、自家用車（または友
達家族の車）で来館した人で、これは全来館者の約 41%にのぼることが分かっている。この来館者のア
クセス満足度は 85.2 ポイントであった。これはまずまずの値であるが、全体の核を占める自家用車来
館者の満足度を高めることには、依然として取り組む価値があると考えられる。
　客観的に見ると、リピーター、しかも比較的近隣に住む方の来館が多い当館にとって、アクセスの不
満を訴えるのは、全体のごく一部の限られた条件下の来館者であることが分かった。しかし、その意見
の多くが、道が分かりにくい、案内板がない、目印になるものがない、といった、近い（本来は便利な
はず）なのだがたどり着けない、という類のものである。この点は、駅から遠すぎる、道が悪い、といっ
た状況と違って改善が可能なものと考えられる。ただし敷地外のことのため、当館ではこれらの結果も
踏まえて市にアクセス改善のための提案をしており、今後案内板等を設置するなど前向きな措置がとら
れる予定となっている。
　また、ソフト面での改善としては、アクセス問題に関する個々の問い合わせへの親身な対応を引き続
き行うこと、さらに今後作成予定であるパンフレットや、リニューアルを予定しているウェブサイトへ
分かりやすいマップを制作することとしている。

③市民の交流の拠点にする
　市内の様々なコミュニティに属する団体と広く連携をし、博物館がコミュニケーションの推進役とな
ることで、地域の活性化・まちづくりに繋げていくことを目指してきた。

【現状評価】
　事業全般にわたって、小中
高等学校、大学、各種団体、
市民団体、行政などのあらゆ
るコミュニティが博物館に関
わっていることが分かる（35～
39）。本年度新たに関係のあっ
た団体の具体的な概要は右表
の通りである。また、本年度
は、特別展「野田と煎餅」の開
催によって、煎餅店との連携
が新たに生まれことで各種団
体（商工団体）の件数が伸びた
（表１）。（なお、これらの評価
は累積なので、過去に既に連
携関係のできた団体の名前は
含まれていない。）

コミュニティ
の種別

小中高専
小中高専
小中高専
小中高専
各種（その他）
各種（その他）
各種（商工）
各種（商工）
各種（商工）
各種（商工）
各種（商工）
各種（商工）
各種（商工）
各種（商工）
市民団体
市民団体
市民団体
市民団体
行政

団体・グループ名

福田第二小学校 3年生
柳沢小学校 3年生
宮崎小学校 3年生
西武台千葉高等学校
梅郷OB会
千葉県博物館協会
片野煎餅店
金杉屋
喜八堂
沢田せんべい店
鈴木煎餅店
つるやせんべい
平井せんべい店
藤井本店
ＮＰＯ法人野田文化研究会
手づくりの会
野田古文書仲間　佐藤和宏
CHIBA TRAILBLAZERS
名護市関係者

内容

小学校見学
小学校見学
小学校見学
講演、2回
講演
シンポジウムパネリスト
特別展
特別展、寺子屋講師
特別展
特別展
特別展
特別展
特別展
特別展
企画展関連事業
企画展関連事業、寺子屋講師
寺子屋講師
ミュージアム・コンサート出演
視察対応

表１　新たに連携をした団体・グループ（2011年度）
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　モニタリング調査によって、当館がまちづくり活動に取り組んでいることを知っているかどうかをは
い／いいえで尋ねたところ、過半数が「はい」と回答をした（40）。交流と連携の役目について利用者が認
知をしていることは、今後利用者が交流連携をする可能性や、その事業へ協力する可能性があることを
表していると考えられる。
【改善を要する点等】
　交流事業とは博物館や文化広場がファシリテーターをつとめ、博物館・市民会館を会場に、市民同士
や異分野の人同士の交流をサポートするような事業である。交流事業について、今年度は当初予定の 3
回を実施できたが、参加者数はやや減少傾向となった（34）。また、各種団体（農・商工・医療福祉）
（37）のうち、農業及び医療福祉関係との連携について引き続き意識して伸ばしていくことが課題であ
る。

④市民や市役所との意思疎通を図る
　博物館職員と市民とが対等にコミュニケーションをすること、管理課との意思疎通をスムーズに行
い、円滑な博物館運営につなげることを目指してきた。

【現状評価】
　特別展開催初日に開催するオープニングレセプションは博物館と市民とのコミュニケーションの機会
となっている。本年度は 55 名の参加者があったが、特別展に協力していただいた市内の 11 店の煎餅
店のうち、10店舗の店主に列席をいただき意義深いものとなった（42）。市長、副市長、教育長は、オー
プニングレセプションをはじめ、通常の開館日にも、頻繁に来館しておりその回数は例年よりも多かっ
た（46）。また、市職員の来館は増加しており、市（本庁）が博物館を一出先機関、あるいは指定管理者運
営施設だからといって放置するのではなく、注意、関心を向けていることを表している。また、今年度
は震災の事後処理等の対応も含まれており、比較的多くなった（45）。
　一方、博物館の職員が市役所を訪問した回数も計測を開始した（47）。作成した業務報告や寄贈申込書
等市役所に決裁権がある書類の提出、またチラシの受け渡し、経理関係業務、施設管理面の打ち合わせ
など市役所を訪問する機会は平日中心に頻繁にあり、そのたびに市役所職員とやりとりがあることか
ら、市役所と指定管理者の意思疎通は十分に取れている状態と考えられる。
　また、本年度から新たに、野田の歴史や文化等、市内の文化資源に関する話題や情報、自身が所有す
る資料についての情報が当館に寄せられた件数を計測開始した（44）。これは地域の文化資源に関する基
調な生の情報の収集の機会となるが、同時に、市民が博物館にこれを伝えたいと、信頼してくれている
証でもある。信頼関係は意思疎通の大前提と考えられる。今後、この数値を維持あるいは上昇していく
ことが望ましいであろう。
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【改善を要する点等】
　博物館やまちづくりについての意見を市民から出してもらう場を、2007 年度に一度ワークショップ
という形で設けたきりとなっており、意見交換や対話の場を設けることが課題である（43）。

⑤博物館の活動を広める
　情報発信をし、市民が博物館の情報を入手しやすい環境を作ってきた。また、メディアに取り上げて
もらうことによって、博物館や野田の魅力の向上に努めてきた。

【現状評価】
　TV、雑誌、新聞、ロケ地利用はほぼ平年なみの状況となった（48～ 51）。今後も市役所の定例記者会
見への情報提供や各新聞社への事業案内の送付等を続け、新奇性や時節に合わせた企画を事業の中に含
めていくべきである。
【改善を要する点等】
　ホームページのアクセス数が、2010 年度まで増加傾向と見受けられたが、本年度は下降した（52）。
これについては、現状では、2009 年度は建築家山田守に関する特別展、2010 年度は名人戦の対局会
場になったことでその該当月のアクセス数の大幅な伸びがあったという見方ができる。とは言え、現在
の平均的なアクセス数（5万 2000 程度）が今後も継続される保証はない、近年のウェブのトレンドをと
らえたコンテンツの拡充、改善がいずれ必要になるだろう。さらに、閲覧者が探していた情報にスムー
ズにたどり着けたのか、知りたい内容とホームページ上のコンテンツ内容が合致しているかもチェック
をする必要があろう。

⑥市民のキャリアデザインに貢献する
　市民が、キャリアデザイン事業に関心をもって参加することを目指した。また、ライフキャリアの各
段階に応じた支援をすることで、市民が、学習目標の達成、キャリアの再設計、社会参加や地域貢献へ
つなげていけるようにした。

【現状評価】
　企画展の平均入館者数は増加傾向にあり今年度も昨年度に引き続き 8000 人台と多かった（53）。寺子
屋講座の平均参加者数は微増傾向である（54）。寺子屋講座の定員は 20人としていることから、理想的
な参加者数と考えられる。キャリアデザイン事業の平均参加者数は、今年度はやや少ないが、昭和のく
らしの道具講座の参加者数が比較的少なかったことが影響している。しかしながらこのメンバーは、そ
の後学芸員からの呼びかけに応じて自主研究グループを組織し、定期的な活動を続けていることで
（60、61）市民のキャリアのステップアップにおいては着実な効果が上がっているものと考えられる。
また、2009 年度に設立した野田古文書仲間も定期的な活動を続けてきた（59）。特に本年度は、翌年度
に市民の文化活動報告展を実施することを目標に、精力的に活動をしている。博物館ボランティアは
2011 年度 10 人体制で運営を行ったことでこれまでで最も業務回数が増えている（66）。これは同時に、
博物館が無人になる期間がさらに減少したことを示している。
【改善を要する点等】
　自主研究グループとして発展できなかった過去のグループについては今回の評価表には含めていない
が、今後は既存のグループの着実な成長をサポートすることを主たる目標としたい。メンバー本人のや
むをえない事情の場合もあるが、博物館のサポート不足によるメンバーの脱会は避けるようにしたい。
また、新たなメンバーを入れて、会の活動を新陳代謝させていくことも課題である。
　博物館ボランティアについても自主研究グループと同じくボランティアのステップアップの機会を意
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識的に設けていくこととしたい。

Ⅲ　改善（Act）
　本項では、特に前年度までのチェックを受けてのアクト（Act）＝改善についてまとめる。新たに改善
し、効果が確認されたのは、資料購入（4）、学芸員の講座・講演等の講師件数（6) である。
　本年度、引き続き改善が出来なかったものは、各種団体との連携のうち、農業及び医療福祉関係との
連携（37）、市民ワークショップの回数（43）である。よってこれらの点は今後の優先的に取り組むべき
課題として捉えたい。
　過去の、自主研究グループ育成講座から自主研究グループに発展しなかった回（2007 年度、2008 年
度グループ）については、今後も本質的には状況は変わらないであろうことから、プライオリティを下
げ、評価指標としては削除した。
　なお本年度の数値推移からみて不十分であると思われた点については、Ⅱの【改善を要する点等】に述
べた通りであり、これらは来年度以降の課題とする。

Ⅳ　自己評価に関する今後の計画
　地域博物館における自己評価（PDCAサイクル）の意義については前号（2010 年度）において既に詳し
く述べた通りである。2010 年度は、52個の比較的データが抽出しやすい指標を用いたが、今回は前回
のチェック（Check）＝評価によって、他にチェックすべき点の洗い出しをしたことを受け、新たにモニ
タリング調査なども採り入れ、評価指標を 66に増やした。
　なお、モニタリング調査とは、当館入口（門 2か所）に調査員に待機してもらい、当館から出てくる
利用者全員を対象に、対面式（インタビュー形式）で行った調査である。調査員は手持ちの質問用紙にし
たがって質問をし、回答を選択肢の中から選んで用紙に記録していく。調査日は無作為に抽出をした
10日間（6/3、6/30、8/27、10/12、11/12、12/17、1/27、2/12、2/17、3/26）とし、9時～17時の間（博
物館の開館時間中）は常に調査員が張り付く形とした。この調査は、書きたい人、あるいは目に留めた
利用者だけが回答を寄せる展覧会アンケートとは違い、市民会館も含む全利用者（団体等複数人の場合
はその内の 1名）が対象になる点で、展覧会アンケートよりも利用者全体の客観的かつ平均的なデータ
をとることができる。また、職員・スタッフの対応についてなど利用者が忌憚なく回答できるように、
調査員は別途雇用をした。ただしこの調査は展覧会アンケートの客観性の検証のためのものではないの
で、展覧会アンケートで既に網羅している項目は除外し、新たに調査したい点においてのみ設問を用意
して行った。例えば利用者満足度や、アクセスの問題などは、前年度の洗い出しで新たに調査対象と
なった指標である。
　モニタリング調査以外にもいくつか新たな調査を開始した。例えば、新規収蔵資料の公開、清掃状況、
見学補助状況などがそれにあたる。本年度の数値を基準に、今後の推移をみていきたい。また、計測の
精度を高める努力をした。その多く（市職員の来館回数、博物館職員の訪庁回数、市民からの情報提供
の数など）は、当館で学芸員が日々作成している館務日誌に記録し計上をすることで、精度の高い計測
ができており、今後も継続していきたい。
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ミ ッ シ ョ ン １　 地 域 の 文 化 資 源 を

掘 り 起 こ し 活 用 す る 博 物 館 ミ ッ シ ョ ン ２　 人 や コ ミ ュ ニ テ ィ が 集 い 交 流 す る 博 物 館

評
価
指
標

資
料
収
蔵
点
数

寄
贈
さ
れ
た
資
料
件
数

寄
託
さ
れ
た
資
料
件
数

購
入
し
た
資
料
件
数

収
蔵
庫
、
展
示
室
ケ
ー
ス
内
の
粘
着
ト
ラ
ッ

プ
の
点
検
回
数

学
芸
員
の
講
演
・
講
座
等
の
講
師
件
数

学
芸
員
に
よ
る
館
外
調
査
の
件
数

館
蔵
資
料
閲
覧
の
件
数

過
去
2
年
間
の
新
規
収
蔵
資
料
の
展
示
公
開

割
合

他
機
関
へ
の
資
料
貸
出
件
数

他
機
関
へ
の
写
真
貸
出
件
数

博
物
館
開
館
日
数

市
民
会
館
開
館
日
数

博
物
館
入
館
者
数

博
物
館
1
日
平
均
入
館
者
数

特
別
展
・
企
画
展
の
平
均
リ
ピ
ー
タ
ー
率

市
民
会
館
の
入
館
者
数

市
民
会
館
1
日
平
均
入
館
者
数

市
民
会
館
貸
部
屋
稼
働
率

市
民
会
館
の
貸
部
屋
利
用
団
体
数（
市
内
）

市
民
会
館
の
貸
部
屋
利
用
団
体
数（
市
外
）

特
別
展
・
企
画
展
の
平
均
満
足
度

博
物
館
の
雰
囲
気
、
居
心
地
に
対
す
る
満
足
度

貸
部
屋
利
用
者
満
足
度

職
員
・
ス
タ
ッ
フ
の
対
応
を
受
け
た
来
館
者

の
割
合

職
員
・
ス
タ
ッ
フ
の
対
応
を
受
け
た
来
館
者

の
対
応
満
足
度

し
ょ
う
が
い
者
、
高
齢
者
等
で
、
見
学
に
補

助
が
必
要
な
方
へ
の
対
応
件
数

博
物
館
刊
行
物
の
販
売
冊
数

刊
行
物
以
外
の
品
物
の
売
り
上
げ

駅
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
満
足
度

自
家
用
車
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
満
足
度

学
芸
員
に
よ
る
市
民
つ
ど
い
の
間
の
清
掃
の
回
数

新
規
来
館
市
民
の
割
合

交
流
事
業
の
参
加
者
総
数

小
項
目

資
料
の
収
集
を

行
え
て
い
る
か

資
料
の
保
管
状
況
は
良
好
か

学
芸
員
は
調
査
研
究
発
表
を

行
っ
て
い
る
か

収
蔵
資
料
を

公
開
し
て
い
る
か

開
館
日
数
は
十
分
か

施
設
の
利
用
者
数
は

保
た
れ
て
い
る
か

来
館
者
は
利
用
に

満
足
し
て
い
る
か

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・
シ
ョ
ッ
プ

は
機
能
し
て
い
る
か

博
物
館・
市
民
会
館
へ
利
用

者
は
迷
わ
ず
来
ら
れ
る
か

清
潔
さ
は
保
た
れ
て
い
る
か

こ
れ
ま
で
博
物
館
を
利
用
し
て

こ
な
か
っ
た
市
民
に
利
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か

施
設
が
市
民
の
交
流
と
連
携
の
場

（
ハ
ブ
）
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
か

中
項
目

①
博
物
館
機
能

を
充
実
さ
せ
る

②
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
を
図
る

③
市
民
の
交
流

の
拠
点
に
す
る

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

凡
例

当
館
蔵
の
資
料
総
数
。1
件
に
複
数
点
の
資
料
が
含
ま
れ
る
場
合
、
点
で
計
上
。

当
該
年
度
に
市
民
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
資
料
数
。資
料
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
件
数
で
計
上
。

当
該
年
度
に
寄
託
さ
れ
た
資
料
数
。
資
料
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
件
数
で
計
上
。
寄
託
資
料
の

た
め
、
所
有
者
に
返
却
す
る
こ
と
で
数
が
減
じ
た
場
合
は
-で
相
殺
す
る
。

当
該
年
度
に
購
入
し
た
資
料
数
。資
料
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
件
数
／
購
入
総
額
を
記
載
。

展
示
室
と
収
蔵
庫
に
設
置
し
て
い
る
虫
害
検
査
用
粘
着
ト
ラ
ッ
プ
の
点
検
回
数
。

学
芸
員
が
業
務
内
お
よ
び
業
務
外
で
講
師
等
を
つ
と
め
た
件
数
。

学
芸
員
が
展
覧
会
や
資
料
調
査
等
の
目
的
で
、
館
外
で
調
査
を
行
っ
た
件
数
。

展
示
を
し
て
い
な
い
館
蔵
資
料
に
対
し
て
閲
覧
申
請
を
受
け
、
対
応
を
し
た
件
数
。

前
々
年
度
と
前
年
度
に
寄
贈
、
寄
託
、
購
入
に
よ
り
収
集
し
た
資
料
を
、
展
示
や
特
別
公
開

等
の
手
段
で
一
般
公
開
し
た
割
合
。
寄
贈
者
数
を
ベ
ー
ス
に
計
上（
複
数
点
あ
る
“資
料
群
”

を
収
集
し
た
場
合
は
そ
の
う
ち
の
1点
以
上
を
公
開
）。
ま
た
、
調
査
参
考
目
的
で
収
集
し

た
資
料（
古
書
籍
等
）
は
対
象
外
と
す
る
。

他
機
関
へ
の
博
物
館
資
料
等
の
貸
出
件
数
。

他
機
関
へ
の
博
物
館
資
料
等
の
写
真（
ポ
ジ
、
デ
ー
タ
）
等
の
貸
出
件
数
。

火
曜
日・
年
末
年
始
な
ど
の
定
期
休
館
日
、
整
備
工
事
、
展
示
替
え
や
イ
ベ
ン
ト
等
に
伴
う

臨
時
休
館
日
を
除
い
た
、
年
間
の
開
館
日
数
。

博
物
館
開
館
日
の
入
館
者
数
。
入
り
口
の
カ
ウ
ン
タ
で
計
上
。

博
物
館
開
館
日
の
入
館
者
数
を
開
館
日
で
な
ら
し
た
も
の
。

年
間
の
展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
枚
数
の
う
ち
、
来
館
回
数
が
2回
目
以
上
と
し
た
回
答
の
割
合
。

市
民
会
館
開
館
日
の
入
館
者
数
。
正
面
玄
関
と
内
玄
関
の
2箇
所
の
入
り
口
の
カ
ウ
ン
タ
で

計
上
。

市
民
会
館
開
館
日
の
入
館
者
数
を
開
館
日
で
な
ら
し
た
も
の
。

市
民
会
館
の
開
館
日
の
う
ち
、
貸
部
屋
が
利
用
さ
れ
た
日
の
割
合
。

貸
部
屋
申
込
団
体
の
う
ち
、
市
内
の
団
体
あ
る
い
は
在
住
者
が
申
し
込
み
、
利
用
し
た
件
数
。

貸
部
屋
申
込
団
体
の
う
ち
、
市
外
の
団
体
あ
る
い
は
在
住
者
が
申
し
込
み
、
利
用
し
た
件
数
。

展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
該
当
項
目
を
点
数
化（
※
1）
し
た
も
の
。

展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
該
当
項
目
を
点
数
化
し
た
も
の
。

市
民
会
館
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト（
※
２
）
の
総
合
的
満
足
度
を
点
数
化
し
た
も
の
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査（
※
３
）
の
該
当
項
目
よ
り
計
上
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
該
当
項
目
を
点
数
化
し
た
も
の
。

当
館
職
員
、
博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
車
椅
子
で
の
移
動（
段
差
部
分
等
）
の
介
助
、
筆

談
等
で
見
学
を
補
助
し
た
件
数
。

博
物
館
発
行
の
図
録
や
書
籍
の
販
売
冊
数
の
合
計
。
委
託
書
籍
は
含
ま
な
い
。

書
籍
以
外
の
グ
ッ
ズ
類
販
売（
自
主
事
業
）
の
売
り
上
げ
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
該
当
項
目
を
点
数
化
し
た
も
の
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
該
当
項
目
を
点
数
化
し
た
も
の
。

学
芸
員
が
市
民
つ
ど
い
の
間
を
清
掃
し
た
回
数
。
定
期
的
な（
日
々
の
）
清
掃
を
除
く
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
に
お
い
て
、市
内
在
住
か
つ
初
来
館
で
あ
る
と
回
答
し
た
利
用
者
の
割
合
。

「
観
月
会
」「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム・
コ
ン
サ
ー
ト
」、
そ
の
他
セ
レ
モ
ニ
ー
な
ど
の
参
加
者
総
数
。

交
流
事
業
に
分
類
さ
れ
て
い
る
事
業
の
う
ち
、
学
校
見
学
対
応
は
含
ま
な
い
。

20
07
年
度

16
,6
73
点

10
件
1件

18
件／
96
0,9
05
円

－ 2件 － － － 2件 9件 28
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人
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4,8
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t
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／
6回

20
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年
度
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円
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20
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度
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20
10
年
度
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62
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87
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ミ ッ シ ョ ン ３　 人 び と の 生 き 方 や 成 長 を 支 援

し て キ ャ リ ア デ ザ イ ン を は か る 博 物 館ミ ッ シ ョ ン ２　 人 や コ ミ ュ ニ テ ィ が 集 い 交 流 す る 博 物 館

評
価
指
標

小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
、
専
門
学
校
と
の

連
携
件
数

大
学
と
の
連
携
件
数

各
種
団
体（
農
・
商
工
・
医
療
福
祉
）と
の
連

携
件
数

市
民
団
体
と
の
連
携
件
数

行
政
と
の
連
携
件
数

当
館
の
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
機
能
を
知
っ
て

い
る
市
民
の
割
合

土
産
物
マ
ッ
プ
の
印
刷
枚
数

特
別
展
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
参

加
者
数

市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
回
数

市
民
か
ら
の
情
報
提
供
の
数

市
職
員
の
来
館
回
数

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
の
来
館
回
数

博
物
館
職
員
の
訪
庁
回
数

TV
で
博
物
館
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
件
数

雑
誌
で
博
物
館
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
件
数

新
聞
で
博
物
館
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
件
数

ロ
ケ
地
と
し
て
の
利
用
回
数

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ク
セ
ス
件
数

市
民
参
加
型
企
画
展（
年
1
～
2
回
）の
平
均

入
館
者
数

寺
子
屋
講
座（
年
22
～
24
回
）の
平
均
参

加
者
数

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
事
業（
講
座
関
係
）（
年
7

～
10
回
）の
平
均
参
加
者
数

親
子
、
3
世
代
来
館
の
割
合

「
市
民
の
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
の
拠
点
」機
能

を
知
っ
て
い
る
来
館
者
の
割
合

20
09
年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「
野
田
古
文

書
仲
間
」の
人
数

20
09
年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「
野
田
古
文

書
仲
間
」の
活
動
回
数

20
11
年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「
な
つ
か
し

の
道
具
探
究
会
」の
人
数

小
項
目

施
設
が
市
民
の
交
流
と

連
携
の
場（
ハ
ブ
）
の

役
目
を
果
た
し
て
い
る
か

地
域
産
業
の
PR
に
な
る

取
り
組
み
を
し
て
い
る
か

博
物
館
は
市
民
と
意
思
疎
通

す
る
機
会
を
設
け
て
い
る
か

行
政
は
博
物
館・
市
民
会
館

に
関
心
を
向
け
て
い
る
か

情
報
を
発
信
し
て
い
る
か

市
民
が
関
心
を
も
ち
、

事
業
参
加
し
て
い
る
か

市
民
が
キ
ャ
リ
ア
の

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を

図
っ
て
い
る
か

中
項
目

③
市
民
の
交
流

の
拠
点
に
す
る

④
市
民
や
市
役

所
と
の
意
思
疎

通
を
図
る

⑤
博
物
館
の

活
動
を
広
め
る

⑥
市
民
の
キ
ャ

リ
ア
デ
ザ
イ
ン

に
貢
献
す
る

35 36 37 38 39 40
 

41 42
 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

凡
例

市
内
外
の
学
校
と
の
連
携
の
累
積
件
数（
※
４
） 。
見
学
会
、
職
場
体
験
、
学
芸
員
に
よ
る
講

演
や
出
張
授
業
、
学
校（
ク
ラ
ブ
）に
よ
る
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
へ
の
出
演
な
ど
。

大
学
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。
特
別
展
の
た
め
の
合
同
調
査
、
イ
ン
タ
ー
ン
受
入
、
学
芸
員

に
よ
る
講
義
、
学
生
の
ス
タ
ッ
フ
業
務
な
ど
。

各
種
団
体
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。
団
体
代
表
者
へ
の
寺
子
屋
講
師
依
頼
、
学
芸
員
に
よ
る

講
演
、
展
覧
会
や
事
業
へ
の
協
力
な
ど
。

市
民
団
体
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。市
民
団
体
と
は
、市
民
が
文
化
活
動
、N
PO
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア（
農・
商
工・
医
療
福
祉
以
外
の
分
野
）
の
活
動
を
行
う
団
体
。

学
校
以
外
の
公
共
機
関（
公
共
博
物
館
を
含
む
）
や
行
政
機
関
と
の
連
携
の
累
積
件
数
。
事

業
共
催
、
展
覧
会
協
力
、
行
政
職
員
へ
の
寺
子
屋
講
師
依
頼
、
学
芸
員
に
よ
る
講
演
な
ど
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
該
当
項
目
よ
り
計
上
。

野
田
散
策
M
AP
「
土
産
物
編
」
の
印
刷
枚
数
。
な
お
印
刷
し
た
も
の
は
す
べ
て
当
館
内
で
配

布
し
て
い
る
。

特
別
展
の
初
日
に
行
わ
れ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
者
数
。

市
民
か
ら
博
物
館
へ
意
見
を
も
ら
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
開
催
回
数
。

市
内
の
文
化
資
源
に
関
す
る
話
題
や
情
報
、
所
有
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ

た
件
数
。

日
々
の
業
務
の
中
で
市
職
員
が
来
館
し
た
回
数
。
館
務
日
誌
か
ら
計
上
。

公
式・
非
公
式
を
問
わ
ず
来
館
し
た
回
数
。

当
館
職
員
が
業
務
の
た
め
市
役
所
を
訪
問
し
た
回
数
。

TV
の
ニ
ュ
ー
ス
や
特
集
番
組
で
当
館
及
び
当
館
事
業
が
紹
介
さ
れ
た
件
数
。
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
を
含
む
。

雑
誌
で
当
館
及
び
当
館
事
業
が
紹
介
さ
れ
た
件
数
。

新
聞
で
当
館
及
び
当
館
事
業
が
紹
介
さ
れ
た
件
数
。

市
民
会
館
が
CM
や
映
画
等
の
ロ
ケ
地
と
し
て
使
用
さ
れ
た
回
数
。
実
績
は
TV
ド
ラ
マ
、

TV
CM
、
CD
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
撮
影
、
雑
誌
撮
影
な
ど
。
非
商
用
の
撮
影
利
用
は
含
ま
な
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
業
務
委
託
者
よ
り
提
出
さ
れ
る
月
例
報
告
を
元
と
し
た
訪
問
者
数
。
訪

問
者
数
は
、
30
分
以
内
で
同
一
IP
ア
ド
レ
ス
か
ら
は
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
ア
ク
セ
ス
数
。

「
市
民
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」「
市
民
の
文
化
活
動
報
告
展
」「
市
民
公
募
展
」
な
ど
市
民
参
加

型
企
画
展
開
催
時
の
博
物
館
入
館
者
数
合
計
を
、
企
画
展
開
催
回
数
で
な
ら
し
た
も
の
。

寺
子
屋
講
座「
ま
ち
の
仕
事
人
講
話
」
と「
芸
道
文
化
講
座
」
の
参
加
者
数
合
計
を
開
催
回
数

で
な
ら
し
た
も
の
。
受
付
簿
を
元
に
計
上
。

「
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
育
成
講
座
」「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
連
続
講
座
」「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ

ン
講
演
会
」「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」「
親
と
子
の
茶
道
講
座
」
の
参
加
者
数
を
開
催
回
数
で
な

ら
し
た
も
の
。
受
付
簿
を
元
に
計
上
。
連
続
講
座
の
場
合
は
の
べ
回
数
＋
の
べ
人
数
で
計
上
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
に
お
い
て
、
親
子
あ
る
い
は
3世
代
で
来
館
し
た
と
回
答
し
た
利
用
者
の
割
合
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
該
当
項
目
よ
り
計
上
。

講
座
後
、
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
結
成
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
参
加
し
た
修
了
者
の
人
数
。

（
　
）
内
は
、
当
該
年
度
に
新
た
に
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
人
数
。

「
野
田
古
文
書
仲
間
」
が
活
動
し
た
回
数
。
博
物
館
で
把
握
し
て
い
る
活
動
を
計
上
。

講
座
後
、
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
結
成
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
参
加
し
た
修
了
者
の
人
数
。

（
　
）
内
は
、
当
該
年
度
に
新
た
に
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
人
数
。

20
07
年
度

10
件

3件 4件 4件 2件 － － 12
人

1回 －

19
5回
12
回 － 11
件

1件 11
件
0回 －

5,
40
4人

21
人

9人 － －

20
08
年
度

16
件

3件 6件 10
件

3件 － － 50
人

0回 － 76
回
2回 － 9件 0件 22
件
1回

40
,5
22
件

4,
90
9人

16
人

19
人 － －

20
09
年
度

22
件

7件 41
件

17
件

4件 － － 80
人

0回 － 70
回
6回 － 8件 0件 14
件
1回

56
,8
28
件

5,
96
9人

16
人

13
人 － － 13
人

（
う
ち
新
規
2人
）

16
回

20
10
年
度

27
件

9件 44
件

23
件

11
件 － － 45
人

0回 －

10
7回 6回 － 8件 1件 18
件
3回

61
,5
31
件

8,
51
0人

16
人

14
人 － － 11
人

（
う
ち
新
規
0人
）

22
回

20
11
年
度

31
件

9件 54
件

27
件

12
件

52
.3
％

2,
70
0枚

55
人

0回 23
件

12
3回
16
回

16
7回 8件 0件 14
件
1回

52
,0
21
件

8,
11
3人

20
人

9人 8.
2％

46
.4
％

11
人

（
う
ち
新
規
0人
）

19
回

5人
（
う
ち
新
規
0人
）



ミ ッ シ ョ ン ３　 人 び と の 生 き 方 や 成 長 を

支 援 し て キ ャ リ ア デ ザ イ ン を は か る 博 物 館

評
価
指
標

20
11
年
度
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ「
な
つ
か
し

の
道
具
探
究
会
」の
活
動
回
数

自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
実
施
回
数
合
計

事
業
参
加
者
の
う
ち
寺
子
屋
講
師
を
務
め
た

人
の
件
数

人
材
バ
ン
ク
登
録
件
数

人
材
バ
ン
ク
閲
覧
件
数

博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
延
べ
人
数

小
項
目

市
民
が
キ
ャ
リ
ア
の

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を

図
っ
て
い
る
か

中
項
目

⑥
市
民
の
キ
ャ

リ
ア
デ
ザ
イ
ン

に
貢
献
す
る

61 62 63 64 65 66

凡
例

「
な
つ
か
し
の
道
具
探
究
会
」
が
活
動
し
た
回
数
。
博
物
館
で
把
握
し
て
い
る
活
動
を
計
上
。

こ
れ
ま
で
発
足
し
た
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
実
施
回
数
の
合
計
。

人
材
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
人
数
。

人
材
バ
ン
ク
を
閲
覧
、
あ
る
い
は
職
員
が
人
材
バ
ン
ク
情
報
を
利
用
し
て
人
材
を
仲
介
し
た

件
数
。

博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
通
常
業
務
、
お
よ
び
月
例
の
連
絡
会
、
研
修
会
へ
の
参
加
人
数
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
出
勤
簿
を
元
に
計
上
。

20
07
年
度

3回 4件 － 1件

20
08
年
度

2回 2件 － 1件

20
09
年
度

16
回
4件 － 1件 16
8人

20
10
年
度

22
回
8件 13
7件 2件 34
8人

20
11
年
度

13
回

32
回
6件 15
4件 2件 48
0人

※
１
　
展
覧
会
ア
ン
ケ
ー
ト
の
4段
階
の
選
択
肢
の
上
位
か
ら
10
0、
75
、
25
、
0ポ
イ
ン
ト（
pt
）を
付
与
し
、
当
該
項
目
回
答
者
総
数
で
除
し
て
算
出

　
　
　
し
た
点
数
。

※
２
　
市
民
会
館
の
頻
繁
な
利
用
者（
お
お
む
ね
月
2回
以
上
利
用
す
る
団
体
の
メ
ン
バ
ー
）に
直
接
ア
ン
ケ
ー
ト
を
手
渡
し
て
回
収
。2
01
1年
度
回
収

　
　
　
枚
数
66
枚
。

※
３
　
開
館
日
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
10
日
、
9時
～
17
時
の
間
、
当
館
入
口（
門
2か
所
）か
ら
出
て
く
る
利
用
者
全
員
を
対
象
に（
団
体
等
複
数
人

　
　
　
の
場
合
は
そ
の
内
の
1名
）対
面
式
(イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
）の
調
査
。2
01
1年
度
回
収
枚
数
30
6枚
。

※
４
　
市
民
個
人
で
は
な
く
、市
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ（
団
体
や
組
織
）と
の「
つ
な
が
り
」が
出
来
た
も
の
を
1件
と
し
て
累
積
計
上
。資
料
調
査
、講
演
協
力
、

　
　
　
団
体
や
組
織
と
し
て
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
及
び
協
力
、
施
設
管
理
に
関
わ
る
も
の
等
を
含
む
。

：
該
当
す
る
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
年
　
　
－：
デ
ー
タ
が
な
い
年
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